
 

 

 

 

 

関係各課に対する個別ヒアリング 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

こども未来課 

生涯学習課 

秘書広報課 

地域経済課労働政策担当 
 

 

  



課 名 健康福祉部 こども未来課 

日 時 平成 27年 11月 12日（木）15時～16時 

出 席 者 

【こども未来課】 

藤原課長 

【人権市民協働課】 

 近藤課長補佐、野田係員 

ヒアリング内容 

子育て世帯に対する男女共同参画を推進するため、子育て世帯

の集まる場（おやこ広場など）に出向いて、本市の男女共同参画

事業を展開していきたいので、協力をお願いする 

 

○（※別紙参照） 

 

 

生活に不安や悩みを抱える家庭の子どもの居場所づくりについ

て、その推進をお願いする 

 

○現在、「子どもの貧困対策関係者会議」を開いて、今後の取り組

み等について検討を行っているところであり、関係各課・各機関

と連携して包括的・継続的支援を実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



課 名 教育委員会事務局 生涯学習課 

日 時 平成 27年 11月 12日（木）9時～10時 

出 席 者 

【生涯学習課】 

大和係長 

【人権市民協働課】 

 近藤課長補佐、野田係員 

ヒアリング内容 

公民館や体育館などでの各種講座等の実施にあたり、子育て中

の母親や働いている男性が参加することができるよう、環境等の

整備をお願いする 

 

○子育て中の母親が各種講座等に参加しやすくなるよう、一時保

育を充実させている。高齢者を対象とするような講座以外は、ほ

ぼ一時保育付きで実施している。 

 

○一時保育を行うようになり、母親の利用者は増えてきている。

今後さらに、一時保育を実施していることが認知されてくれば、

利用者が増えていくものと考えられる。 

 

○健康推進課と連携し、母親を対象にして、子どもを一時保育に

預け、体を動かした後に母親同士で雑談できるような講座を実施

しており、日常の中でリフレッシュできる時間になるとして人気

がある。 

 

○働いている男性に対して、各種講座に参加してもらいやすくな

るような取り組みを特別に行っているということはない。休日に

親子で遊べるようなイベントを実施すれば、父親も積極的に参加

してくれるのではないか。今後、働いている男性にも、講座への

参加の働きかけや、周知方法などを検討していく。 

 

○男女共同参画に関する講座については、開催場所をにんじんサ

ロンだけでなく、公民館を利用してもらうなど、人権市民協働課

に協力していく。 

 

 

 



課 名 総合政策部 秘書広報課 

日 時 平成 27年 11月 12日（木）14時 20分～15時 

出 席 者 

【秘書広報課】 

大内課長補佐 

【人権市民協働課】 

 谷口課長、野田係員 

ヒアリング内容 

男女共同参画に積極的に取り組む事業所を、市広報で紹介させ

ていただきたいので、協力をお願いする 

 

○市広報紙（HPなどについても同様）については、公的な発信源

であるという前提があるため、事業所の情報を発信していく場合

には、企業の PR が前面に出ることがないように留意する必要が

ある。 

 

○市広報紙で、男女共同参画に積極的に取り組む事業所の記事を

掲載することは可能。また、事業所名についても、それが企業の

PR目的ではなく、あくまでも本市の男女共同参画を推進すること

を目的とする記事であるならば、載せることに問題ない。 

※事業所のプロフィール部分などに、その事業所の HPのURLを

載せることは一度検討する。 

 

○市広報紙について、ページ数が拡大してきているため、現在掲

載している記事などについて見直しを行っているところ。上記の

記事を載せるのであれば、検討する。 

 

  



課 名 総合政策部 地域経済課労働政策担当 

日 時 平成 27年 11月 10日（火）14時～14時 30分 

出 席 者 

【地域経済課労働政策担当】 

植野参事 

【人権市民協働課】 

 近藤課長補佐、野田係員 

ヒアリング内容 

事業所に対して実施するセミナーについて、その実施にあたり

協力をお願いする 

 

○今年度、大阪府と泉北３市１町とで、働く女性を支援するため

のセミナーを実施する予定。内容は、女性社員に対する積極的な

取り組みを行っている大阪信用金庫の担当者を講師に招いて話を

していただいたあと、大阪市立大学の准教授から働く女性に関す

る法律や制度についての説明を行っていただくもの。セミナーの

参加対象については、一般の市民のほか、商工会議所を通じて事

業所の担当者にも参加を呼び掛けていく。 

 このようなセミナーについては、人権市民協働課も一緒に連携

して実施していくことも可能ではないか。 

 

○事業所に対するセミナーを実施する際は、商工会議所を通じて、

事業所へチラシ等を配布し周知してもらうことは可能。また、セ

ミナーについて商工会議所ニュースにも掲載してもらえるかもし

れない。 

 

○事業所に対する男女共同参画の働きかけについては、人権市民

協働課と労働政策担当で連携して行っていくことが重要。また、

市内だけではなく、広域的に事業所に呼びかけを行っていくため、

近隣の市町村などとも今後協力していくことを検討したほうがよ

い。 

 

 

  





 


